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各 位 

 

残高証明書発行機能の拡充について 

 

平素は当金庫の「でんさいサービス」をご利用いただき、誠にありがとうございます。 

この度、株式会社全銀電子債権ネットワークでは、でんさいネットサービスの利便性向上

のため、従来の都度発行方式による残高証明書発行サービスに加え、平成２６年２月２４

日（月）より定例発行方式による残高証明書発行サービスの開始が予定されています。 

定例発行方式による残高証明書の発行サービスでは、お客様の指定した基準日で定

例的（毎年・毎月等）に残高証明書の発行が可能となります。 

また、サービス開始に先立ち、当金庫お取引店において、平成２６年１月より定例発行

方式による残高証明書発行の事前の請求受付（書面）を開始する予定です。 

従来の方式（都度発行方式）に比べ利便性が格段に向上いたしますので、お客様のご

利用目的に合わせてご活用いただきますよう、お願い申し上げます。 

 

＜ 残高証明書の発行方式について＞ 

発 行 方 式 主  な  概  要 

都 度 発 行 方 式 残高証明書を発行する都度、お取引店へ書面で申込を行う 

定 例 発 行 方 式 

サ ー ビ ス 開 始 予 定 日 
（ 平 成 ２ ６ 年 ２ 月 ２ ４ 日 ） 

残高証明書の発行基準日を指定して、事前にお取引店へ書面

で申込を行うことによって、基準日に定例的に発行される 

 
※都度発行方式と定例発行方式ではご負担いただく手数料が異なります。 

詳しくはお取扱店までお問い合わせください。 
※残高証明書の発行方式に関する詳しい内容については、次頁掲載の「でんさいの残高証明書の発

行」（発行元：株式会社全銀電子債権ネットワーク）をご覧ください。 

 




